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石木川の河川開発調査K関する覚書

長崎県東彼杵郡川棚町字川原郷、岩匿郷、木場郷｛以下「甲」

という。｝と長崎県（以下「乙」という。｝は石木川の河川開

措開査κ闘し夜ゆとbb覚書を取bかわす。

昭和ザ年 7月グ日

甲 東彼杵郡川棚町川原輝総代

第？条 乙は、甲の同意を得て、石木川の河川開発のための地

質蘭査（ポーリング 5~所、地震波試験 8 タ所） $＞よびその

周辺の地形測量を実摘するものとする＠ただし、調査内容を

変更する場合はあらかじめ甲の了解を得なければなら念い。

念事F、調査のため、鞠件K損傷をあたえた場合は、甲、乙

話合同の上処理するとととする＠

第 2条 乙昧地質調査等開始の時期を予め甲K明示し且、地質

調査完7＠予定時期を甲κ明らかにするものとする。

第事象 乙は地質蜘賓の公事脱明の時期を甲 K明らかにし、若

し、地質調査が単年度K純ら走b場合甲が要求するときは、

中間欄壷概：混脅公事説闘するもの主する。

第 4魚乙が 明： 斡鰍 4建霞＠必要が生じたときは、改めて

甲と協議＠上、書面Kよる同意を受けた後着手するものとす

立会人 東彼杵郡J4I・楊町長
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乙長崎県知事
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甲と乙はとの覚書を臓意履行するためC合意の証として本書

5通を作成し寵名捺印の上立会人を含め各々その 1通を保有す

る本のとする。

岩屋輝総代

久保勘ー
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